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「IFRS第9号とのデカップリング」についての公開草案に関
する3月のIASB会議のハイライト 

2016年3月15日、IASBは以下の事項に賛成票を投じた。 

 適格企業に対してIFRS第9号適用の一時的免除を与える。 

 一時的免除への適格性の判定は報告企業レベルのみで行うべきである。 

 一時的免除について確定した期限満了日を設けるべきである。 

 追加の解決策として上書きアプローチを設ける。 

 IFRS第9号適用の一時的免除と上書きアプローチを任意とすべきである。 
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 2月8日にコメントレターが締め切られ、96通のレターを受け取った。 

 IFRS第4号の修正案は、IFRS第9号と今後公表される保険契約の基準書との異な
る発効日に関する懸念に対処することを意図している。 

 2月の会議でIASBは、スタッフに対して投票手続及び今後公表される保険契約の
基準書のドラフト作成を開始する許可を与えた。 

 IASBは、ドラフト作成が十分に進捗した時点で基準の発効日を設定することを
見込んでいる。 
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IFRS 第4号の修正: IFRS第9号「金融商品」のIFRS第4号「保
険契約」との適用   

2016年3月15日の会議の導入 
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 コメント提出者の大半は、IASBに対して公開草案が強調している懸念に対処す
るように求めた。  

 作成者の大半は、延期アプローチが彼らの懸念の全てに対処する唯一のアプ
ローチであると考えている。 

 彼らの見解は、大半の監査人、会計士団体及びアクチュアリー団体、並びに各
国の基準設定主体によっても共有されている。 

 デカップリングの解決策の必要性に確信を得られない作成者や、上書きアプ
ローチを選好する作成者もいた。これらの作成者は主にバンカシュランス企業
である。 

 自らを保険者と考えている企業は提案されたテストのもとでは延期アプローチ
に適格とはならないため、回答者の大半は、適格となる企業の母集団の範囲が
狭すぎると考えている。 
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コメントレター及びアウトリーチ 

全てのコメント提出者から受け取ったフィードバックの要約（財務諸表利用者を除く）  
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 延期アプローチに関する適格性の判定は「報告企業レベル」のみで行うべきか、
又は「報告企業より下のレベル」で認められるべきかどうかに対して異なる見
解が混在していた。 

 規制当局の大半は報告企業レベルでの判定を支持している一方で、作成者、各
国の基準設定主体、監査人、会計士団体およびアクチュアリー団体の大半は、
報告企業より下のレベルでの判定が認められているアプローチを支持している。 

 回答者の間で、延期アプローチに確定した期限満了日を設けるべきかどうかに
対して異なる見解が混在していた。 

 規制当局の大半、及び基準設定主体と監査人の一部は確定した期限満了日につ
いて支持している一方で、多くの作成者は、保険者は今後公表される保険契約
の基準書を適用する場合にのみIFRS第9号の適用を要求されるべきであると考え
ている。 
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コメントレター及びアウトリーチ 

全てのコメント提出者から受け取ったフィードバックの要約（財務諸表利用者を除く）  

（続き） 
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 提案されている程度の内容から追加的なコストが発生するということに納得し
ていない。特に、IFRS第9号は有用な情報を提供するため、無駄なコストにはな
らない。 

 報告企業がIAS第39号とIFRS第9号の両方を適用した場合、多くの異なる金融資
産の分類が生じ得る。これはIASBにとって問題である。 

 投資家は、バンカシュランス企業を保険者ではなく他の銀行と比較しており、
それゆえ報告企業レベルでのIFRS第9号の適用は比較可能性を維持するために重
要である。 

 延期アプローチに確定した期限満了日を設けることは重要である。保険契約の
基準書の公表に著しい遅れがあった場合、かつ、その場合にのみさらなる延期
が認められる可能性がある。 

 スタッフは、初度適用企業に上書きアプローチと一時的免除の適用を禁じるこ
とを取り止める提案、および、企業に関連会社と共同支配企業に対する投資に
異なる会計処理の適用を要求する提案に言及した。 
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コメントレター及びアウトリーチ 

IASBの審議 
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挙げられた懸念 

 「デカップリング」問題が実際に財務諸表を理解しにくくし、利用者に対して
混乱を生じさせるかどうかについて様々な見解があった。 

 各国の多くの利用者は、IFRS第4号と併せてIFRS第9号が適用される場合に純損

益に生じ得るいかなるボラティリティの増大によっても彼らの分析が困難にな
ることはないと述べている。これは、彼らが純損益のみに焦点を当てるのでは
なくその他の指標も使用しており、またボラティリティの増大が彼らの分析を
著しく変えるものではないと見込んでいるためである。 

 その他（特に欧州およびアジア）の利用者は、ボラティリティの増大は無益で、
保険業界の決算上の利益の不確実性を高め、投資先として魅力がないように見
せると述べている。  

 概して、潜在的なボラティリティの増大に懸念を示している利用者は、短期間
での2つの連続した会計上の変更についても懸念している傾向にある。 
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財務諸表利用者からのフィードバック 

フィードバックの要約 
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提案されたアプローチ 

 多くの利用者は、IFRS第9号はIAS第39号からの改善であり、したがって今後公

表される保険契約の基準書とのいわゆる相互作用のために、市場の一部のセグ
メントに対して延期することなく、全員が適用すべきであると述べた。 

 利用者の大半は、2つのアプローチを提供することは、特に任意の場合、比較可
能性を低下させ混乱させると考えている。 

 利用者の大半は、その比較可能性及び透明性という点で、上書きアプローチを
選好している。 

 利用者の多くは、比較可能性の欠如をもたらし、会計上の裁定を生み、情報内
容を減らすことから、IFRS第9号の延期を支持していない。 

 延期アプローチを支持している利用者は、主に欧州、カナダ、及びアジアの保
険アナリストである。 
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財務諸表利用者からのフィードバック 

フィードバックの要約（続き） 
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提案されたアプローチ 

 IASBが延期アプローチを進める場合に、利用者の大半は次のようにコメントし
た。 

o 主に財務諸表の単一セットにおける金融資産に対して2つの基準を適用する
ことを避けるため、報告企業レベルでのIFRS第9号の使用を支持する。 

o 保険セクター内での比較可能性を望んでおり、したがって保険セクターに該
当すると考えている企業を捕捉するために、提案された適格要件は改善／洗
練される必要がある。 

o 作成者は、2020年以降IFRS第9号を延期できるようにすべきではない。一部

の利用者は、延期アプローチは一時的で、また短期間でのみ利用可能である
べきであると特に強調した。 

 一部の利用者は、IASBに保険契約プロジェクトをできるだけ早く完了するよう

求めた。現状の保険契約負債の透明性及び比較可能性の欠如は、業界にとって
競争上不利である。 
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財務諸表利用者からのフィードバック 

フィードバックの要約（続き） 
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 予想損失モデル (ELM)は有益な情報を提供し、投資家は便益がコストを上回るこ
とに同意した。 

 保険者の大半は信用リスク管理機能を有しており、したがってELMに基づく減損
を算定するために要求される情報は入手可能であるはずである。 

 IAS第39号とIFRS第9号の両方の情報を生成するために2つのシステムを維持する
必要性についての見解は統一されていない。 
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財務諸表利用者からのフィードバック 

IASBの審議 
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プロジェクトの方向性と計画 

IASBの審議 

 複数のIASB理事は延期アプローチを支持しない旨を引き続き表明したが、回答
者の大多数が当該アプローチを支持している旨は十分認識された。 

 コストよりも会計上のミスマッチが生じる可能性をより重視しているように思わ
れた。 

 上書きアプローチを導入するためのコストは法外に高額とはみなされておらず、
指定する資産の選択は主観的となるだろう。  

 延期アプローチは会計上のミスマッチとコストの問題を解消するが、限定的な状
況においてのみ利用可能とすべきであり、このことは適格基準をウォーター
フォールに従って適用（※）する提案を棄却することで促進される。 

 当該アプローチでは予想信用損失に係る情報は入手できないことから、開示につ
いてさらなる検討が必要となる。 

IFRS 4 フェーズ2  ウェブキャスト 2016年3月22日 参考和訳 

※：（訳注）3月のIASB会議のアジェンダ・ペーパー14Cの脚注1参照 
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プロジェクトの方向性と計画 

IASBの審議（続き） 

 会計方針を整合させることは、IAS第39号とIFRS第9号の会計処理の組合せおよ

び透明性の欠如という、延期アプローチのウォーターフォールに基づく適用を採
用しない説得力のある理由となる。 

 延期アプローチを受け入れる2つの酌量すべき事情は、IAS第39号を継続適用す

ることはより容易であること、および、限定された期間において既存の会計処理
に変更がないことである。 

 延期アプローチのウォーターフォール型の適用により、これらの便益は減少する。
これは財務諸表利用者のコストおよび複雑性を増大させる。 

 報告企業内で、異なる会計方針が適用されるグループ会社間で金融資産が移転さ
れた場合にも、さらなる複雑性が生じる。 

 作成者は失効日前にIFRS第9号を適用することが推奨されるべきである。 
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プロジェクトの方向性と計画 

IASBに対する質問 

1. 適格企業に対してIFRS第9号適用の一時的免除を与える。 

IASBは11対3でスタッフの提案を承認した。 

2. 一時的免除への適格性の判定は報告企業レベルのみで行うべきである。 

IASBは13対1でスタッフの提案を承認した。 

3. 一時的免除について確定した期限満了日を設けるべきである。 

IASBは13対1でスタッフの提案を承認した。  

4. 上書きアプローチを設ける。 

IASBは13対1でスタッフの提案を承認した。  

5. IFRS第9号の一時的免除と上書きアプローチを任意とすべきである。 

IASBは全員一致でスタッフの提案を承認した。  
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プロジェクトの方向性と計画 

IASBの決定とデロイトのコメント・レターの比較 

論点 デロイトのコメント・レター 

一時的免除（延期ア
プローチ）と上書き
アプローチ  

延期アプローチは上書きアプローチよりも効果的な解決策になる可
能性が高い。しかし、それは「報告企業よりも下のレベル」で認め
られるべきである。我々は、公開草案における「オール・オア・
ナッシング」のアプローチは支持していない。 

上書きアプローチは関係者が要求する場合にのみ維持すべきである。
延期アプローチの改善により不要になるかもしれない。 

報告企業レベルのみ
での適格性 

支配的活動の判定の適用は、支配的な保険活動をより多く捕捉する
ために報告企業レベルかそれより下のレベルで認め、保険活動に関
連する金融資産について、より明確な境界線を引くべきである。 

確定した期限満了日 「結論の根拠」に記載されている理由により、提案している期限満
了日に同意する。 

発効日が延期アプローチにより定められているスケジュールの範囲
内となるように、IASBが新しい保険契約の基準書に関する審議を終
了することを強く推奨する。 

任意の免除 一時的免除は任意とすべきことに同意する。 
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主なトピック 検討すべき論点 

一時的免除 • 適格要件の修正 

• 要求される開示 

• 延期の適格性についての評価のタイミング 

• 企業が適格性の再評価をすべきかどうか 

• 企業が確定した期限満了日の前に一時的免除の適用を停止で
きるかどうか 

上書きアプローチ • 上書きアプローチの指定基礎の明確化 

• 包括利益計算書における表示 

• 要求される開示 

• 企業が資産単位で上書きアプローチの適用を中止することを
要求されるまたは認められる状況 

• 新しい保険契約の基準書を適用する前に上書きアプローチの
適用を停止することができるかどうか 

16 

プロジェクトの方向性と計画 

プロジェクト計画 
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主なトピック 検討すべき論点 

他の論点 • 一時的免除の期限満了日および当該期限満了日を上書
きアプローチに適用すべきかどうか 

• 特定のIFRSの初度適用企業に上書きアプローチないし
は一時的免除の適用を認めるかどうか 

• 関連会社及び共同支配企業に対する投資を会計処理す
る際の持分法の適用に関して、単一の会計方針を用い
て企業の財務諸表を作成すべきという要求事項の免除
を与えるべきかどうか 

デュー・プロセスお
よび投票手続の許可 

• デュー・プロセスのステップを完了しているかどうか 

• IFRS第4号の修正の投票手続を開始する許可 

• その段階で反対する意向を示す理事がいるかどうか 
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プロジェクトの方向性と計画 

プロジェクト計画 (続き) 
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次のステップ  

投票手続と今後IASBにおける審議が必要となる可能性 

 残りのテクニカルな論点を4月と5月に審議する予定である。 

 5月の会議までに当該論点に関する決定がなされた場合、スタッフはIASBが
2016年9月に最終的なIFRS第4号の修正を公表することができると考えている。 

 当該作業は保険契約の新基準書の投票と同時並行で進められる。 

 IASBが延期アプローチの期限満了日を最終化すると同時に保険契約の新基準書
の強制発効日を検討する可能性が高い。 
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